
 

 

川越市新宿町一丁目広場に係る  

ネーミングライツパートナーの選考結果について  

 

１ 概要  

標記の案件について公募した結果、２者から応募申込みがあり、川越

市新宿町一丁目広場に係るネーミングライツ審査委員会において、厳正

かつ公平に審査を行った結果、以下のとおり優先交渉権者を決定いたし

ました。  

 

２ 経過  

  令和７年 11 月 17 日（月） 公募の開始  

  令和８年 １月 30 日（金） 応募申込書等の提出期限  

  令和８年 ２月 ６日（金） 書面審査  

 

３ 審査結果  

業者名  得点  選考結果  

Ａ者  80.7 点／100 点 次点  

Ｂ者  

（株式会社ヤオコー）  
87.3 点／100 点 優先交渉権者  

 

４ 優先交渉権者の講評  

  両者とも、市民に憩いと集いの場を提供するという施設の設置目的を

理解し、施設のイメージに合った親しみやすい愛称の提案であった。そ

の上で、施設の知名度や魅力の向上に資する具体的な提案を行ったＢ者

をより高く評価した。  

 

５ 審査委員会  

  委 員 長：総合政策部長  

  副委員長：財政部長  

  委  員：危機管理監、都市計画部長、防災危機管理室長、  



 

 

都市景観課長、公園整備課長  

 


